
法廷記入シート

裁判運営評価シート
＆

一般社団法人・裁判員ネット
E-mail：info@saibanin.net   
FAX：03-3255－8876
住所：東京都千代田区神田須田町1-3

NAビル4階
東京千代田法律事務所内

このままFAXをお送り下さい
FAX：03-3255－8876

お名前 （ふりがな） （ ）

電話番号
※ご連絡がとれるもの

ご住所
〒 －

年齢

ご職業

同意欄
※マニュアルをご覧下さい

個人情報の取り扱い及びその他の事項について同意します。

氏 名

傍聴した年月日
（期間） 平成 年 月 日から 日まで（ 日間）

傍聴した裁判所 地方裁判所 支部
刑事第 部

事件名・事件記録符号
（裁判所で確認できます）

例）強盗致傷 平成21年合（わ）第○○号

FAXの他、郵送やメールでも受け付けております。

記入方法等は「みんなの傍聴マニュアル」を
お読み下さい。

裁判員裁判
市民モニター用

１

「シート」は本紙を含めて10枚です。全てお送
り下さい。
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法廷記入シート１

○裁判の流れに沿って記入しましょう。 ※ご注意 ―まずは「聴く」ことが大切です―
メモは理解を深めるための手段です。まずは、法廷での話をしっかり
「聴く」ことを大切にしてください。

お名前
裁判員裁判・法廷記入シート

裁判官が，被告人
が人違いでないか
を確かめます。

被告人の 名前：

生まれた年：

住所：

職業：

①冒頭手続

検察官から被告人
がどんな事件を犯
した疑いがあるの
かが述べられます。

その事件はどのようなものでしたか？（簡単にメモしましょう）
いつ、

どこで、

だれに、

何をした？

裁判官から被告人には
黙秘する権利があるこ
とが告げられます。

被告人は、事件についてどのように言っていましたか？（選んでください）
① 全て認める（争わない）

② 一部を認める（争うところは ）

③ 言いたいことがある。（ ）

④ 全て争う ⑤その他（①~④に当てはまらない場合）

弁護人は、事件についてどのように言っていましたか？（簡単にメモしましょう）

人定質問

検察官の起訴状朗読

権利の告知

罪状認否（被告人と弁護人の公判事実に関する認否）

※続いて【証拠調べ手続】に入ります。
（次ページへ）

メモ欄（感想、疑問点、気が付いたことなど自由に。）

２
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②-１証拠調べ手続・その1

法廷記入シート２

お名前

・証拠書類は何ですか？

・証拠物は何ですか？

弁護人は検察側証人にどのようなことを質問しました
か？

・弁護側証人への尋問
－どのような証人ですか？（目撃者/友人/関係者等）

－どのようなことが証言されましたか？

・証拠書類は何ですか？

・証拠物は何ですか？

・検察側証人への尋問
－どのような証人ですか？（目撃者/友人/関係者等）

－どのようなことが証言されましたか？

検察官は弁護側証人にどのようなことを質問しました
か？

内容をメモしましょう

検察側

内容をメモしましょう
検察官の冒頭陳述 弁護人の冒頭陳述検察官の主張が述べられます。 弁護人の主張が述べられます。

検察官の立証 弁護人の立証

弁護側

※次ページへ続く

３
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被害者及び被害者代理人からどのような質問がされていましたか？

それに対するあなたの感想は？

どんなことを訴えていましたか？

それに対するあなたの感想は？

弁護人とのやりとりで、被告人の発言で印象に残ったものは何ですか？

②-2証拠調べ手続・その2

被告人調書等の請求、取調べ 検察官が被告人の調書を読み上げます。
内容はしっかり聞きましょう。

被告人質問
弁護人と検察官から被告人に質問をします。
しっかりと聴きましょう！！

弁護人からの質問

検察官とのやりとりで、被告人の発言で印象に残ったものは何ですか？検察官からの質問

情状に対する立証 ※ここの欄は手続きがされた時のみに記入します。

被害者参加制度 ※ここの欄は手続きがされた時のみに記入します。

メモ欄（感想、疑問点、気が付いたことなど自由に）

お名前

法廷記入シート３

４
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被告人は最後にどのようなことを語りましたか？メモしましょう。

弁護人の主張はどのようなものでしたか？メモしましょう。

検察官の求刑はどのようなものでしたか？メモしましょう。

③弁論手続

検察官の論告・求刑

弁護人の最終弁論

被告人の最終陳述

※弁論が終結し、【判決】へと進みます。
さて、ここで一度落ち着いて、下の＜争点表＞をまとめましょう。（これは判断の材料になります）
＜争点表＞
争点番号

争点（争いとなっている証
拠・証言）は何ですか？ 検察側主張はどのようなものですか？ 弁護側の主張はどのようなものですか？

記入例
殺意の有無。被告が、「被害者
が死んでよかった」と言ったと
いう証言について

被告は被害者を「殺してやろう」と思って
おり、「よかった」と言ったのは殺意が
あった証拠だ。

「よかった」というのは、被害者から日常的
に嫌がらせを受けていた被告の「ホッとし
た」という意味であり、殺意などなかった。

争点①

争点②

争点③

争点④

※次ページで「争点」についてあなたの考え・意見・感想をまとめます。

お名前

法廷記入シート４

いよいよ被告人が最後の陳述をします。ここはしっかりと聴きましょう！！

５
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法廷記入シート５

お名前

＜争点に関するあなたの考え＞
争点番号 その争点に対しのあなたの考え、意見、判断、感想など。またその理由

記入例

検察側の主張は採用できないと思う。弁護側は「よかった」と言ったこと自体は争わなかったが、同じ証人から
「被告が殺したとは思えない」という証言も出ており、弁護側の解釈も正しいのでは？だから、検察側が主張す
る「殺意があったとする根拠」には弱く、「疑わしきは被告人の利益」の原則から考えると、「殺意があった」
とする証拠としては採用できないと思う。

争点①について

争点②について

争点③について

争点④について

④判 決
判断する時の留意点は…
①「疑わしきは被告人の利益」
刑事裁判では冤罪を防ぐために、
「やっているかもしれない」とい
うだけでは有罪にはできません。
有罪と確信した時のみ、有罪と判
断します。
②証拠にもとづく判断を
例えば、事前にマスコミで事件が
報道されることがあります。しか
し裁判では、公正なジャッジをす
るためには、法廷に出された証拠
にもとづき、判断します。

評議、評決
あなたが裁判員だったら、どのような判決にするべきだ
と思いますか？下の該当するものを○で囲んでください。

判決の宣告 実際に言い渡された判決の内容はどのようなものでし
たか？下の該当するものを○で囲んでください。

裁判所の判決の理由は何ですか？
①

②

③

④

①執行猶予
②実刑（ 年）
③実刑（無期）
④死刑

（A）有罪 （B）無罪

①執行猶予
②実刑（ 年）
③実刑（無期）
④死刑

（A）有罪 （B）無罪

６




